
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（繰入金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　■事業を見直して実施　　　　　□ 事業を現行どおり実施

・①補助基準単価を11,000円→13,000円に引き上げ　②除雪作業に機械使用を認め補助対象とする　③住居から生活道路までの除雪を

補助対象とする　といった制度の拡充を行い、より細やかな雪下ろしの支援を行い、特別豪雪地帯指定市町村に生活する住民の冬期の

生活を守る。

・「雪害救助員派遣事業」から「特別豪雪地帯住宅除雪支援事業」に名称変更を行い、「人命の安全を守る防災事業」から「冬期の生活を

保障するための事業」として新たに位置付ける。

目標に対

する成果

の状況

・雪害救助員の活動により、住家の倒壊及びそれに伴う被害は発生しなかった。

 概算事業費（B（A）+C） 34,004 12,359 9,634 10,401

4,129 4,129 4,129

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

概　算

人件費

0.50 0.50 0.50 0.50

4,159

29,845 8,230 5,505

Aの

財源

30,565

1,288

6,066 7,181 5,505 6,272

予

算

額

前年度繰越

当初予算 35,531

補正予算 1,100 1,245 643

8,469 5,505

7,224 4,862 6,272

合計（A) 36,631 6,272

0件

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24 H25

（当初） （決算） （当初）

雪害救助員派遣事業補助金 補助金

市町村が高齢者等対象世帯に対し、除雪を行う者（雪

害救助員）を派遣するのに要する経費に対する補助

4,862 5,505 6,272

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

■民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 市町村だけでなく、県は補完する立場から実施する必要がある。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿

現状

課・室 危機管理防災課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail bosai@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

４－１　地域防災力の向上 内線

雪害による倒壊家屋0件：対象世帯の住家倒壊等の被害を防止

屋根雪の除雪が確実になされ、積雪による住家の倒壊及びそれに伴う被害が発生しない状態

○人口の減少、高齢者世帯の増加により、自力で屋根の雪下ろしが困難な世帯が増加し、家屋倒壊等の恐れがある。

○特別豪雪地帯において、市町村のみでの雪下ろし対応は困難である。

成果目標の達成状況

項目

対象世帯住家倒壊

等被害

事業番号 01 02 02 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 豪雪対策事業豪雪対策事業豪雪対策事業豪雪対策事業
担

当

課

部局 危機管理部

5210

　３自主防災力の充実 実施期間 S52 ～

合計 4,862 5,505 6,272

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況

0件0件 0件 達成


